
1 ．名　　称 第５３回全国社会人サッカー選手権北信越大会

2 ．主　　催 (一社)北信越サッカー協会、北信越社会人サッカー連盟

3 ．主　　管 (一社)長野県サッカー協会、長野県社会人サッカー連盟

4 ．協　　賛 株式会社モルテン

5 ．後　　援 松本市教育委員会

6 ．日　　程 ２０１７年７月２２日（土）～２３日（日）

7 ．会　　場 松本平広域公園球技場　　松本市神林5300　℡0263-57-2211

8 ．参加資格 （公財）日本サッカー協会及び全国社会人サッカー連盟に登録された、第１種（準加盟を含む）

のクラブチームであって、次の条件に従う。

① 2017年度加盟登録手続きを完了し、会費納入済みであること。

② 参加選手は、他のチ－ムに二重登録されていないこと。

③ Ｊリーグ・ＪＦＬ所属チーム及び大学連盟・高専連盟・専門学校連盟に加盟したチームは

出場できない。

④ 外国籍選手は、１チ－ム３名までエントリ－することができる（準加盟チームは除く）。

（同一試合に同時に試合に出場することもできる。）

⑤ 日本協会から選手証が、発行されている選手に限る。

⑥ 選手資格に質疑がある場合は予め所属各県社会人サッカー連盟の意見を求める。なお疑い

のある場合は北信越社会人サッカー連盟がこれを裁定する。

⑦   （公財）日本サッカー協会により「クラブ申請」を承認された「クラブ」に所属するチームについては、　　

同一「クラブ」内のチームに所属する選手を移籍手続きを行うことなく本大会に参加させることができる。

この場合、同一「クラブ」内のチームであれば、複数のチームから選手を参加させることも可能

とする。但し、適用対象となる選手の年齢は第2種年代のみとし、同一「クラブ｣内の2種登録

チームから選手を参加させることが出来る。

第1種・シニアの年代の選手は適用対象外とする。但し、2種登録選手は3名までエントリーを

認め、3名が出場できる。

⑧ 予選から本大会に至るまでに、同一選手が異なるチームへ移籍後、再び同一大会に参加すること

は出来ない。

9 ．参加チーム数 参加チームは次のとおり６チームで行う。

 ① 各県代表１チ－ム

② 前年度北信越フットボールリーグ１部リーグ優勝チーム

但し、前年度優勝チームがＪＦＬに昇格した場合は、本大会に出場資格を失うため

２位チーム（２チームが昇格した場合は３位チ－ム）に出場資格を与える。

10 ．大会形式 ① トーナメント方式により同全国大会に出場する第１･第２代表を決定する。

11 ．競技規則 大会実施年度の（公財）日本サッカー協会競技規則による。

第５３回全国社会人サッカー選手権北信越大会

実施要項



12 ．競技会規程 ① プレーの時間：８０分（前・後半４０分）

② ハーフタイムのインターバル：１０分（前半終了から後半開始まで）

③  試合の勝者を決定する方法（８０分で勝敗決しない場合）

２０分（前・後半１０分）の延長戦を実施し、なお決しない場合はＰＫ方式により決定する。

・延長戦に入る前のインターバル：３分

・ＰＫ方式に入る前のインターバル：１分

④ 交代できる数：５名

⑤ 交代要員の数：７名

⑥ テクニカルエリア：設置する。

戦術的指示は、テクニカルエリア内からその都度ただ1人の役員が伝えることができる｡

必要な場合は通訳の同行が認められる｡

⑦ ベンチに入ることのできる数：１３名（交代要員７名、役員６名）以内

通訳は、役員６名に含むものとする。

⑧ 第４の審判員：任命する。

⑨ アディショナルタイムの表示：実施する。

⑩ 負傷した競技者の負傷を確かめるために入場を許される役員の数：２名

⑪ 退場を命じられた選手は、次の１試合に出場することができず、それ以後の処置については

大会規律・フェアープレー委員会で決定する。なお、出場停止処分は以後の大会に

持ち越されるものとする。

⑫ 大会期間中、警告が２回になった選手は、次の１試合の出場を停止する。

ただし、本大会での処分が不可能ならば、以後の大会に持ち越されず消滅する。

⑬ チームが試合開始時間に遅れた場合は、いかなる理由があろうとも不戦敗扱いする。また、

出場チームが棄権した場合は、次年度の本大会には出場できないものとし、その後の処置については

大会規律・フェアプレー委員会が裁定する。

⑭ 試合に出場する監督・選手は、日本協会発行の監督証・選手証（写真の貼ってあるもの）を必ず持参し

大会本部で毎試合ごとに選手資格等の確認を受ける。

⑮ 大会使用球は、北信越社会人サッカー連盟指定の試合球を使用する。

マルチボールを採用する。（試合球＋マルチ６球）

⑯ 装身具：一切の装身具の着用を禁止し、装身具を覆うテープの使用も不可とする

⑰ 出場できる選手は、参加申込書に記載された選手に限る。

13 ．懲 罰 ① 本大会とそれに繋がる都道府県大会は懲罰規程上の同一競技会とみなし、都道府県大会終了

時点での退場・退席による未消化の出場停止処分は本大会において順次消化する。

② 本大会とそれに繋がる都道府県大会は懲罰規程上の同一競技会とみなすが、都道府県大会の

累積警告は本大会に影響を及ぼさない。

③ 本大会期間中に警告を２回受けた選手は直近の本大会１試合に出場できない。なお、大会

期間中に科せられた警告の累積は他大会には影響を及ぼさない。

[懲罰規程[別紙２]第２条３項]を参照

④ 本大会において退場を命じられた選手は、自動的に直近の本大会に１試合出場できず、それ

以降の処置については大会規律委員会において決定する。[懲罰規程[別紙２]第４条]を参照

⑤ 本大会において、他大会等の出場停止処分を消化する場合は、事前に書面にて大会事務局

まで提出しなければならない。[懲罰規程[別紙２]第７条]を参照

⑥ 出場停止処分を受けた者は、試合が終了するまで制限される区域には立ち入ること

が出来ない。[懲罰規程[別紙２]第３条]を参照

⑦ 本大会は（公財）日本サッカー協会規約規程「第１２章　懲罰」に則り、大会規律委員長を

設け、委員長は大会実施委員長とし委員については委員長が決定する。[基本規程第２２７条]

⑧ 本大会の規律問題は、(公財)日本サッカー協会「基本規程(懲罰規程）」に従い、大会規律

委員長が処理しなければならない。[基本規程第２２７条]



⑨ チームが試合開始時間に遅れた場合は、いかなる理由があろうとも不戦敗扱いする。

尚、出場チームが棄権した場合は、来年度の本大会には出場できないものとし、その後の処置

については、大会規律委員会が裁定する。

14 ．参加申込 ① 参加申し込みし得る人員は、各チーム役員９名以下・選手１６名以上２２名以下とする。

但し、監督が選手として出場する場合は、選手に含まれていなければいけない。

② 大会参加申込書に必要事項を記入のうえ、県大会の戦績・懲罰関連資料及びプライバシーポリシー

同意書を添えて所定の送付先へ送付すること。

③ 「クラブ申請」を承認された「クラブ」に所属するチームの選手を登録する場合は、参加申込書と

一緒に承認書も提出すること。

④ 申込締切日：２０１７年６月３０日（金）（当日消印有効）

⑤ 参加申込締切後における選手のエントリー及び背番号など、申込内容の一切の変更は認めない。

⑥ 大会開催県社会人サッカー連盟は、決定した代表チームと成績表を全国社会人サッカー連盟事務局へ

報告しなければならない。

15 ．試合組合せ 北信越社会人サッカー連盟が決定する。

16 ．表　　彰 全国大会に出場する第一・第二代表の各チームには賞状を授与する。

表彰式は、各代表決定戦終了後に試合会場で実施する。

17 ．大会参加費 ① １チ－ム40,000円（内訳：参加費30,000円、広告費10,000円）を所定の口座に振り込むこと。

18 ．経　費 大会参加に要する経費は、全額参加者負担とする。

19 ．傷害保険 大会会場において疾病・傷害が発生した場合、大会主催者側は応急処置以外、一切の責任を負わない。

参加選手は健康保険証を持参し、必ずスポーツ傷害保険に加入していること｡

20 ．そ の 他

① 開会式、監督者会議は行わない。

② 試合開始９０分前までに、記入したメンバー用紙５部と選手証を本部へ提出する。

③ 試合開始７０分前に行うマッチミーティングには、マッチコミッショナー

審判及び各チームの監督が出席する。

なお、チームの監督が出席できない場合は、その理由を明らかにしたうえでマッチコミッショナーの了解を得て、

代理者が出席できるものとする。

④ 本要項に規定されていない事項については、大会実施委員会において協議の上決定する。


